
 

 

 

 

 

 

 

さ く ら ま つ り  

飲食店応援イベント 

日時：３月 26日（土） 

    ～４月 10日（日） 

10：00～17：00 

場所：津山商工会館 

    正面駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、自粛ムードの中で個人消費が停滞し、飲食店やサービス店を

営む会員事業者は、厳しい状況が続いています。 

そこで津山商工会議所では、飲食店のテイクアウトやデリバリー、キッチンカー(移動販売)による販売を応

援するため、津山商工会館の正面駐車場を開放し、お弁当やお菓子、ドリンク(ノンアルコール)等の販売を行

う「さくらまつり飲食店応援イベント」を企画しました。詳細は、裏面の出店者募集要項をご参照ください。 

 

【さくらまつり飲食店応援イベント】 出店申込書 ◆申込締切 2022 年 3 月 22 日(火)12：00 必着 

(津山商工会議所 総務課宛 FAX：0868-23-5356/メール：info@tsuyama-cci.or.jp/TEL0868-22-3141) 

津山商工会議所 

 

参加店舗名  代表者名 
 

所在地 
〒   - 電話番号 

(携 帯) 

(    )    -    

(    )    -    

参加希望日 

(4/1を除く) 
月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 

3/26～4/10の期間中、原則 

最大４日間までお申込み可 

販売方法 
テイクアウト  ・ キッチンカー  

その他（            ） 
販売商品     

(キッチンカーの方) 

車両の大きさ 
長さ   ㎝ 幅    ㎝ 高さ   ㎝ 

出店者募集要項に同意し申込いたします(右記に署名) 
(出店責任者名) 

 



  津山商工会議所「さくらまつり飲食店応援イベント」出店者募集要項 

 
１. 実 施 日 時 2022 年 3月 26日(土)～4 月 10日(日) 10：00～17：00 ※ご希望の時間に出店が可能 
 

２. 会   場 津山商工会館 正面駐車場内（津山市山下 30-9） 
 

３. 対象事業者 津山商工会議所の会員事業所で、以下の項目を遵守する者 

          １）飲食店営業や菓子製造業等の許可証を取得しており、許可施設内で調理した食品を会場で

販売される店舗。 

または、自動車や屋台等の移動を前提とした施設において営業許可を取得し、許可の範囲内 

で提供可能な食品を会場で調理し販売される店舗。 

         ２）取り扱う商品に関して調理や食材が法令などの定めに違反しないこと。 

         ３）役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

る者に該当しないこと。 

         ４）出店にあたっては、法令を遵守し、会館職員の指示に従うこと。 
 

４． 募集店舗数 １日あたり最大６ブース程度(予定) 原則、１店舗あたり最大４日間までお申込み可能 

※締切以降、出店者が少ない日があれば、上記の制限を超えて出店を許可する場合があります。 
 

５． 申 込 締 切 2022年 3月 22日(火) 12：00必着 ※締切以降は随時受付 

         応募者多数の場合は抽選となります。ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 
 

６． 申 込 方 法 出店者募集要項に同意の上、表面の出店申込書に必要事項を記入し、商工会議所２階事務局ま

で持参、またはＦＡＸ・メールにてお申込みください。 

         申し込み時に、販売に係る適切な許可証の写し(メールの場合は写真でも可)を添付すること。 

         （必ず、到着確認のお電話をお願いします） 
 

７． 出 店 条 件 ・出店料は、無料です。 

         ・新型コロナ感染拡大防止対策(マスク、アルコール消毒、行列の整理等)を行ってください。 

         ・出店は、お弁当やテイクアウト、お菓子、ノンアルコールドリンク等の販売となります。 

         ・販売は必ず、指定された場所で行ってください。 

         ・販売スペースは、通常ブース：250 ㎝×250 ㎝程度、キッチンカーの場合 400 ㎝×500 ㎝程度 

          キッチンカーによる販売のお申込みの際は、車両の大きさ・高さ等をお知らせください。 

         ・希望があれば、会議机 2つ、椅子 2脚を貸出します。 

         ・販売に必要なつり銭、店舗看板、のぼり旗、テント、備品等は各店舗でご準備ください。 

         ・店舗看板、のぼり旗等の広告物の設置は、会館敷地内であれば自由に設置してください。 

          ただし、他の会館利用者の妨げになる場合は、撤去をお願いする場合があります。 

         ・出店告知や商品等の PR は、SNSやホームページ等を活用し、各店舗で行ってください。 

         ・自動車や屋台等の移動を前提とした施設において営業許可を取得している方以外は、会場内

での調理および加工はできません。 

         ・食中毒等が起きた場合、当所は一切の責任を負いかねます。生モノの販売は出来ません。 

         ・電気を使用することができます。希望される場合は、事前に使用許可をお申し出ください。 

         ・ガス(火器)･水道の使用は原則できません。 

         ・販売する飲食物に係る賞味期限、消費期限、アレルギー表示等については、食品表示法等関

連法規に基づき適正に表示等を行ってください。 

         ・商品のお問い合せ、クレーム等については、各事業者で責任を持って対応してください。 

         ・販売場所までの商品の搬入搬出および販売は、各店舗で行ってください。 

         ・売れ残った商品については、各店舗でお持ち帰りください。 

         ・出店の際に出たゴミは、各店舗でお持ち帰りください。 

         ・自然災害や不測の事態、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、イベントを

中止する場合があります。また、中止に係る費用等のご負担はできません。 

         ・当所都合により、会場を提供できない場合は、イベントを中止する場合があります。 

         ・出店事業者のホームページ等に掲載されている写真や、販売の様子などを収めた写真につい

て、事業のＰＲのために使用させていただく場合がありますのでご了承ください。 

         ・出店権利を第三者に譲渡、または転貸はできません。 

         ・出店決定後、会館利用者や会館職員等とトラブルが生じた場合には、出店を取り消すことが

あります。また、今後の出店についてもお申し込みをお断りする場合があります。 

 

 
【お問い合せ・お申込み先】津山商工会議所２階 総務課（津山市山下 30-9） 

  TEL :0868-22-3141 FAX:0868-23-5356 メール:info@tsuyama-cci.or.jp 


